
第11号様式（用紙　日本産業規格A4縦型）

令和　　年　　月　　日

都道府県教育委員会（記名）

１．　事業名及び補助金の返還額

　要保護児童生徒援助費補助金 金 円

　特別支援教育就学奨励費補助金　 金 円

２．　納付期限 令和　　年　　月　　日

　納付期限までに完納しなかったときは，納付期限の翌日から納付の日ま
での日数に応じ，未納付額に付き，年１０．９５パーセントの割合で計算
した延滞金を付すものとする。

文書番号

令和  　年度要保護児童生徒援助費補助金及び
特別支援教育就学奨励費補助金返還命令書

市町村名

　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第18条第2
項の規定に基づき，下記のとおり補助金の返還を命じます。

【本件担当者連絡先】

担当課名：

電話番号：

Eメール：



第12号様式　（用紙　日本産業規格A4横型）

　 市町村長名

文部科学省所管

予算減額
うち国庫
補 助 金
相 当 額

支出済額

令和    年度要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金調書

国 市　　　　町　　　村

備考
歳出予算科目

交付決
定の額

補助率

歳　　　入 歳　　　　　　　出　

科目 予算減額 収入済額 科目
うち国庫
補 助 金
相 当 額

翌年度
繰越額

うち国庫
補 助 金
相 当 額

　　　（目）要保護児童生徒
　　　　援助費補助金

（項）学校教育振興費

　　　（目）特別支援教育就
　　　　　学奨励費補助金

計

    １．　「市町村」の「科目」は，歳入にあっては，款，項，目，節を，歳出にあっては，款，項，目をそれぞれ記載すること。
    ２．　「予算現額」は，歳入にあっては，当初予算額，追加更正予算額等の区分を，歳出にあっては，当初予算額，追加更正予算額，予備費支出額，流用増減額等の区分を明らかにして
          記載すること。
    ３．　「翌年度繰越額」は，当該補助金についてはあり得ないこと。
    ４．　「備考」は，参考となるべき事項を適宜記載すること。

円 円 円 円円 円 円 円 円



「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」新旧対照表（案） 

新 旧 

 

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 
 

昭和６２年５月１日文部大臣裁定 
                         平成元年６月１５日一部改正 
                         平成２年７月３０日一部改正 
                         平成３年８月２３日一部改正 
                         平成４年６月３０日一部改正 
                         平成５年９月２４日一部改正 
                         平成６年６月２３日一部改正 
                         平成１１年１月８日一部改正 
                         平成１１年４月１日一部改正 
                         平成１２年４月３日一部改正 
                         平成１３年１月６日一部改正 
                         平成１４年４月１日一部改正 
                         平成１６年４月１日一部改正 
                         平成１７年４月１日一部改正 
                         平成１９年４月２日一部改正 
                         平成１９年１２月２６日一部改正 
                         平成２１年４月１日一部改正 
                         平成２２年４月１日一部改正 
                         平成２３年４月１日一部改正 
                                        平成２４年４月１日一部改正 
                         平成２５年５月１５日一部改正 
                         平成２６年４月１日一部改正 
                         平成２７年４月９日一部改正 
                         平成２８年４月１日一部改正 
                         平成２９年３月３１日一部改正 
                         平成３０年２月２１日一部改正 
                         平成３０年８月３０日一部改正 

平成３１年３月７日一部改正 
令和２年６月５日一部改正 
令和３年４月 1日一部改正 
 

 

 （通則） 

第１条 市町村（特別区及び市町村の組合を含む。以下同じ。）に対する要保護児童生徒援助費補

助金及び特別支援教育就学奨励費補助金（小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）

及び中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）分）の交

付については，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）及

び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）の規定に

 

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 
 

                    
昭和６２年５月１日文部大臣裁定 

                         平成元年６月１５日一部改正 
                         平成２年７月３０日一部改正 
                         平成３年８月２３日一部改正 
                         平成４年６月３０日一部改正 
                         平成５年９月２４日一部改正 
                         平成６年６月２３日一部改正 
                         平成１１年１月８日一部改正 
                         平成１１年４月１日一部改正 
                         平成１２年４月３日一部改正 
                         平成１３年１月６日一部改正 
                         平成１４年４月１日一部改正 
                         平成１６年４月１日一部改正 
                         平成１７年４月１日一部改正 
                         平成１９年４月２日一部改正 
                         平成１９年１２月２６日一部改正 
                         平成２１年４月１日一部改正 
                         平成２２年４月１日一部改正 
                         平成２３年４月１日一部改正 
                                        平成２４年４月１日一部改正 
                         平成２５年５月１５日一部改正 

平成２６年４月１日一部改正 
平成２７年４月９日一部改正 
平成２８年４月１日一部改正 
平成２９年３月３１日一部改正 
平成３０年２月２１日一部改正 
平成３０年８月３０日一部改正 
令和２年６月５日一部改正 

 
 
 

 （通則） 

第１条 市町村（特別区及び市町村の組合を含む。以下同じ。）に対する要保護児童生徒援助費補

助金及び特別支援教育就学奨励費補助金（小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）

及び中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）分）の交

付については，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号），

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）の規定によ



よるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

 

 （補助の目的） 

第２条 要保護児童生徒援助費補助金は，市町村が経済的理由によって，就学困難と認められる児

童又は生徒（学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）第１８条に規定する学

齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。）若しくは就学予定者（学校教育法施行令（昭和２８年政

令第３４０号）第５条第１項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。）の保護者（法第１６条に

規定する保護者をいう。以下同じ。）に対して必要な援助を与えた場合，国がその経費の一部を補

助することとし，もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。 

２ 特別支援教育就学奨励費補助金（小学校及び中学校分）は，市町村が，小学校若しくは中学校

に就学する学校教育法施行令第２２条の３に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保

護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者の経済的負担を軽減するため，その負

担能力の程度に応じ，就学のため必要な援助を与えた場合，その経費の一部を補助することとし，

もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。 第１条～第１５条（略） 

 

第３条～第５条 （略） 

 

（申請の取下げ） 

第６条 市町村は，交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交

付の申請を取り下げようとするときは，交付決定の通知を受けた日から１０日以内にその旨を記載

した交付申請取下届を都道府県教育委員会を経由して文部科学大臣に提出しなければならない。 

 

第６条 （略） 

 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第７条 市町村は，補助事業を中止し，又は廃止しようとするときは，その旨を記載した中止（廃

止）承認申請書を都道府県教育委員会を経由して文部科学大臣に提出し，その承認を受けなければ

ならない。 

るもののほか，この要綱の定めるところによる。 

 

 （補助の目的） 

第２条 要保護児童生徒援助費補助金は，市町村が経済的理由によって，就学困難と認められる児

童又は生徒（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）（以下「法」という。）第１８条に規定する

学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。）若しくは就学予定者（学校教育法施行令（昭和２８年

政令第３４０号）第５条第１項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。）の保護者（法第１６条

に規定する保護者をいう。以下同じ。）に対して必要な援助を与えた場合，国がその経費の一部を

補助することとし，もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。 

２ 特別支援教育就学奨励費補助金（小学校及び中学校分）は，市町村が，小学校若しくは中学校

に就学する学校教育法施行令第２２条の３に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保

護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者の経済的負担を軽減するため，その負

担能力の程度に応じ，就学のため必要な援助を与えた場合，その経費の一部を補助することとし，

もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。 

 

第３条～第５条 （略） 

 

（申請の取下げ） 

第６条 市町村は，交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交

付の申請を取り下げようとするときは，交付決定の通知を受けた日から１０日以内にその旨を記載

した書面を都道府県教育委員会を経由して文部科学大臣に提出しなければならない。 

 

第６条 （略） 

 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第７条 市町村は，補助事業を中止し，又は廃止しようとするときは，その旨を記載した書面を都

道府県教育委員会を経由して文部科学大臣に提出し，その承認を受けなければならない。 

 



 

第８条～第１１条 （略） 

 

 （交付決定の取消等） 

第１２条 文部科学大臣は，第７条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる

場合には，第５条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し，又は変更することができる。 

  一 市町村が法令，この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく文部科学大臣の処分若しくは指

示に違反した場合 

 二 市町村が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

 三 市町村が補助事業に関して不正，怠慢，その他不適当な行為をした場合 

 四 交付の決定後生じた事情の変更等により，補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくな

った場合 

２ 文部科学大臣は，前項の取消しをした場合において，既に当該取消しに係る部分に対する補助

金が交付されているときは，期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 文部科学大臣は，第１項第１号から同項第３号までの規定により前項の返還を命ずる場合には

，その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて，年利１０．９５％の割合で

計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。 

４ 前条第４項の規定は，第２項に基づく補助金の返還を命ずる場合において準用する。 

 

第１３条～第１５条 （略） 

 

 附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は令和２年６月５日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和３年４月 1日から施行する。 

 

第８条～第１１条 （略） 

 

（交付決定の取消等） 

第１２条 文部科学大臣は，第７条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる

場合には，第５条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し，又は変更することができる。 

  一 市町村が法令，この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく文部科学大臣の処分若しくは指

示に違反した場合 

 二 市町村が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

 三 市町村が補助事業に関して不正，怠慢，その他不適当な行為をした場合 

 四 交付の決定後生じた事情の変更等により，補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくな

った場合 

２ 文部科学大臣は，前項の取消しをした場合において，既に当該取消しに係る部分に対する補助

金が交付されているときは，期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 文部科学大臣は，第１項第１号から同項第３号までの規定により前項の返還を命ずる場合には

，その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて，年利１０．９５％の割合で

計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。 

４ 前条第４項の規定は，第２項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付を命ずる場合にお

いて準用する。 

 

第１３条～第１５条 （略） 

 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和２年６月５日から施行する。 

 

 

 



別記２  特別支援教育就学奨励費補助金 

補助事業 補助対象経費 補助金の額 

 
（略） 
 
(8) オンライン学習通信費 
  児童又は生徒が，以下の範囲で必要と

するオンライン学習通信費の額とする。
（第１区分に該当する世帯に限る。） 

  ＩＣＴを通じた教育が，学校長若しく
は教育委員会が正規の教材として指定す
る もの又は正規の授業で使用する教材
と同等と認められるものにより提供され
る場合のオンライン学習に必要な通信費
（モバイルルーター等の通信機器の購入
又はレンタルに係る費用を含む。） 

 
（略） 

 
オンライン学習通信費の半額 

 
（略） 

 
 別途通知する限
度額の範囲内で左
に定めるオンライ
ン学習通信費を支
給した額の合計額
の 1/2 

 
（注） 弱視，難聴，言語障害等の児童又は生徒で，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１
１号）第１４０条の規定により，障害に応じた特別の指導を受けている者については，その通学に係
る特別に要する交通費のみを上記(2)の通学費として補助の対象とすることができる。 
 

別記２  特別支援教育就学奨励費補助金 

補助事業 補助対象経費 補助金の額 

 
（略） 
 
(8) オンライン学習通信費 
  要保護世帯の児童又は生徒が，以下の

範囲で必要とするオンライン学習通信費
の額とする。 

  ＩＣＴを通じた教育が，学校長若しく
は教育委員会が正規の教材として指定す
る もの又は正規の授業で使用する教材
と同等と認められるものにより提供され
る場合のオンライン学習に必要な通信費
（モバイルルーター等の通信機器の購入
又はレンタルに係る費用を含む。） 

 

 
（略） 

 
オンライン学習通信費の全額 

 
（略） 

 
 別途通知する限
度額の範囲内で左
に定めるオンライ
ン学習通信費を支
給した額の合計額
の 1/2 

 
（注） 弱視，難聴，言語障害等の児童又は生徒で，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１
１号）第１４０条の規定により，障害に応じた特別の指導を受けている者については，その通学に係
る特別に要する交通費のみを上記(2)の通学費として補助の対象とすることができる。 

 



第１号様式 第１号様式 

  

第２号様式の１～第４号様式の２ （略） 第２号様式の１～第４号様式の２ （略） 



第５号様式 第５号様式 

 

 



第６号様式 第６号様式 

第６号様式

（ 文 書 番 号 ）

　　要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付決定変更通知書

 市町村名

令和　　　年　　　月　　　日

 都道府県教育委員会

 （記名）

　 円

　 円

　 円

内　訳　（円）

補助事業に要する経費 補助金の額 今回増（△減）額

学 用 品 費 等

医 療 費

学 校 給 食 費

小 計

要 保 護 児 童
生 徒 援 助 費
補 助 金

特別支援教育就学奨励費補助金

合　　　　計

３．　上記のほか額の確定及び補助条件等は，令和　　年　　月　　日付け　　第　　号により交付決定された令和
年度要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金の交付決定通知書第３項から第５項まで
記載のとおりとする。

　令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で申請のあった令和　　年度要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育
就学奨励費補助金については，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下
「適正化法」という。）第６条の規定により，令和　　年　　月　　日付け　第　　号による交付決定を文部科学大臣から次
のとおり令和　　年　　月　　日付け　　第　　号をもって変更して交付することに決定されたので，同法第８条の規定によ
り通知します。

１．　補助金の交付の対象となる事業は，令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で申請のあった「要保護児童生徒援助
費補助事業及び特別支援教育就学奨励費補助事業」とし，その内容は当該申請の際提出された「要保護児童生徒援
助費補助金に係る事業計画書及び特別支援教育就学奨励費補助金に係る事業計画書」記載のとおりとする。

２．　補助事業に要する経費及び補助金の額は，次のとおりである。ただし，補助事業の内容の変更により補助事業に
要する経費が変更された場合における補助金の額については，別に通知するところによるものとする。

　　　　補助事業に要する経費    金

補　 助 　金　 の 　額    　金

 　　　今 回 増  （△減）  額      金

【本件担当者連絡先】

担当課名：

電話番号：

Eメール：

 

 



第７号様式 第７号様式 

 

第７号様式（用紙　日本産業規格A4縦型）

　

都道府県教育委員会　殿

　

　市町村長（記名）

　　　　令和　  年度要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援
　　　　教育就学奨励費補助金に係る事業の状況報告書

　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１２条の
規定に基づき，この補助金に係る事業の遂行状況を別紙のとおり報告します。

令和　　年　　月　　日

文  　書  　　番  　号

 

第７号様式 別紙１～第７号様式別紙４（２） （略） 第７号様式 別紙１～第７号様式別紙４（２） （略） 



第８豪様式 第８豪様式 

  

第８号様式 別紙１～第８号様式別紙４（２） （略） 第８号様式 別紙１～第８号様式別紙４（２） （略） 



第９号様式 第９号様式 

 

 



第１０号様式の１ 第１０号様式の１ 

  

第１０号様式の１のア～第１０号様式の 4 （略）  



第１１号様式 第１１号様式 

 

第11号様式（用紙　日本産業規格A4縦型）

令和　　年　　月　　日

都道府県教育委員会（記名）

１．　事業名及び補助金の返還額

　要保護児童生徒援助費補助金 金 円

　特別支援教育就学奨励費補助金　 金 円

２．　納付期限 令和　　年　　月　　日

　納付期限までに完納しなかったときは，納付期限の翌日から納付の日ま
での日数に応じ，未納付額に付き，年１０．９５パーセントの割合で計算
した延滞金を付すものとする。

文書番号

令和  　年度要保護児童生徒援助費補助金及び
特別支援教育就学奨励費補助金返還命令書

市町村名

　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第18条第2
項の規定に基づき，下記のとおり補助金の返還を命じます。

 

第１２号様式 （略） 第１２号様式 （略） 




